
 

平成３０年１月１０日 

事 業 者 各 位 

公益社団法人宮城県トラック協会 

                                    業 務 部 

平成２９年度 第３回初任運転者指導講習の開催について（ご案内） 

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、国土交通省の告示により、貨物自動車運送事業者は、運転者として新たに雇い入れた者に対し、

自動車の運転に関して遵守すべき事項について指導教育を実施することとなっております。（ただし、

当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前３年間に、他の一般貨物自動車運送

事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く。） 

平成 29年 3月 12 日からの「準中型免許」の新設に伴い、「貨物運送事業者が事業用自動車の運転者に

対して行う指導及び監督の指針」（平成 13年国交省告示第 1366 号）が改正され、同日から施行されまし

た。今まで座学については、6時間以上の実施内容で行っておりましたが、座学及び実車を用いること

による 15時間以上の講習に改正されるとともに、実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を学ぶた

め 20時間以上の添乗指導も新設されました。 

 当協会で実施する本講習は、「指導及び監督の指針」の改正に基づき、「一般的な指導及び監督内容」

（座学及び実車を用いて 15時間以上実施）の一部について実施するものです。座学による講習（7時間）

のみとなっておりますので、実車を用いた指導（8時間以上）及び添乗指導（20時間以上）については、

各事業者で実施していただくこととなります。 

本来であれば運転者を採用した事業者において実施すべき教育ではありますが、事業者負担の軽減を

図りつつ、初任者運転者に対する指導教育をより確実に実施するための環境整備を実現するため、下記

のとおり講習を開催することといたしましたので、ご案内申し上げます。 

記 

１．開催日時   平成３０年２月２０日（火）８：１５～１６：４０（受付 ７：４５から） 

２．開催場所  宮城県トラック研修センター ４階 大研修室（仙台市若林区卸町５－８－３）  

３．講習内容  「一般的な指導及び監督の内容」１２項目について（座学のみ７時間） 

４．申し込み   別紙の「初任運転者指導講習受講申込書」により、平成３０年２月９日（金） 

まで、協会 宛 ＦＡＸで申込みください（締切後の受付は一切いたしません。） 

５．定  員    １５０名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

６．受 講 料  ① 会 員：１，０００円  ② 非協会員：２，０００円 

        ※受講料を徴収させていただきます。（資料代等） 

また、受講料は当日お支払いいただきますが、釣り銭のないようご協力ください。 

７．そ の 他   ご不明な点は下記担当者へご連絡ください。 

 

 
（担当） 業務部 小幡 
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